
資料１－２ 

山形県国民保護計画（原案）のポイント 

 

【山形県国民保護計画作成に当たっての基本的事項】 

○ 基本的な方針 

  本県の地域特性・実情にあった対応策の構築、県国民保護協議会委員の公募や

パブリックコメントなどにより計画策定段階から県民の理解を求めるとともに、

関係機関との情報共有など連携の強化を図るという３つの基本的な方針により、

万が一の事態に的確かつ迅速に対処できる県国民保護計画を作成する。 

○ 作成の方針 

  国民保護法・国民の保護に関する基本指針に基づき、基本的人権の尊重その他

の事項に留意するとともに、各種防災対策など山形県地域防災計画等に基づく取

組みの蓄積を活用し、国民保護措置の具体的な運用についてのマニュアルを作成

することにより、国民保護措置の円滑な実施を目指す。 

 

県民の安全・安心の確保

基本的人権の尊重等

国民保護措置の実施に当たっての留意事項

山形県国民保護計画作成に当たっての基本的方針

関係機関との平素からの連携・隣接県等との広域連携

防災対策等の蓄積の活用 具体的運用の整備

体制整備、地域特性の把握

○協議会委員の公募
○パブリックコメント
○リーフレット、講演会等

○地域特性・実情にあった事態
　に対応する具体性のある対応
　策の構築

○関係機関との情報共有・連携
　強化
○計画作成段階からの連携

○県の地域特性の把握
○運用に関するマニュア
　ル作成
○２４時間即応体制確立

○自主防災組織・ボラン
　ティアへの支援
○災害時要援護者避難誘
　導体制の整備
○緊急輸送ネットワーク
　の活用
○県・指定管理者が管理
　する公共施設等の安全
　確保

○初動連絡体制の迅速な
　確立
○離島、積雪期、中山間
　地域等地域特性に応じ
　た避難の指示

実効性ある計画作成 関係機関との連携強化県民の理解の促進

武力攻撃事態等への対処平素からの備えや予防
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